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【バス車内における乗務員氏名の掲示終了について】

いつも阪神バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

２０２３年８月１日に道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が

公布・施行されたことを受け、車内での乗務員の氏名掲出義務が廃止されました。

これに伴い、当社では２０２３年１１月１日よりバス車内の乗務員名札の掲示を終了いたします。

お客様におかれましては、ご理解の程お願い申し上げます。

お問い合わせ：０６－６４１６－１３５１


